
徳
島
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

令
和
六
年
徳
島
県
告
示
第
百
七
十
九
号
（
保
安
林
予
定
森
林
に
関
す
る
通
知
を
受
け
た
件
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
六
年
七
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一
中
「
吉
野
川
市
美
鄕
字
大
鹿
二
二
四
の
一
」
を
「
吉
野
川
市
美
郷
字
大
鹿
二
二
四
の
一
」
に
改
め
る

。
三
の
㈠
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。


